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東広島市教育委員会定例会（令和８年４月）議事録 

 

１ 日  時 令和８年４月２３日（木）午後３時～午後３時46分 

２ 出席者 

(１)教育長 市場教育長 

(２)委 員 京極教育長職務代理者、島本委員、棚橋委員、柏崎委員、正司委員 

(３)事務局 【学校教育部】 

片岡学校教育部長、原教育参与、矢原教育監、村上学校教育部要支援

児童政策統括監兼教育総務課長、細本教育総務課施設安全担当課長、鷹

橋学事課長、西村指導課長、今井指導課参事、郡司教育総務課課長補佐

兼教育総務係長兼管理係長 

【生涯学習部】 

福光生涯学習部長、中川生涯学習部次長兼生涯学習課長、坂木生涯学習

部こどもの居場所づくり統括監兼青少年育成課長、大内スポーツ振興課

長、倉増文化課長、尾畑生涯学習課課長補佐兼地域の学びの企画係長兼

管理係長 

(４)書 記 信原主任 

３ 場  所 北館２階 201会議室 

４ 議  題 

 (１)報告事項 

報告第13号 令和８年度東広島市教育委員会事務局等組織機構について 

報告第14号 臨時代理の報告について 

報告第15号 令和８年度東広島市立学校等の園児・児童・生徒数及び学級数につ

いて 

報告第16号 東広島市学校給食費徴収規則の一部改正について 

報告第17号 令和７年度東広島市立小中学校卒業者（Ｒ８．３卒業者）の進路状

況について 

報告第18号 令和８年度東広島市立小中学校研究公開について 

報告第19号 第38回東広島市民スポーツ大会の開催について 

(３)その他 

   ア 次回教育委員会定例会の日程について 

 

開会 午後３時  

○ 市場教育長：それでは、定足数に達していますので、令和８年４月の教育委員会定例

会を開会いたします。 

本日の議事録署名委員は、京極教育長職務代理者と柏崎委員でございます。ど



- 2 - 

うぞよろしくお願いいたします。 

本日の会議の進行でございますが、すべて公開で行いたいと思います。委員の

皆さんの意見を伺いたいと思います。いかがでございましょうか。それでは、す

べて公開とすることに決定します。 

 

報告第13号 令和８年度東広島市教育委員会事務局等組織機構について 

○ 市場教育長：それでは、報告事項からですが、報告第13号 令和８年度東広島市教育

委員会事務局等組織機構について、説明をお願いいたします。 

○ 村上学校教育部要支援児童政策統括監兼教育総務課長：要支援児童政策統括監兼教育

総務課長の村上でございます。それでは、報告第13号 令和８年度東広島市教育委

員会事務局等の組織機構につきまして、御説明申し上げます。資料の１ページを

ご覧ください。教育委員会事務局等の組織機構でございますが、昨年度に引き続

き、学校教育部、生涯学習部の２部体制としております。その中で、今年度は、

全庁的・部局横断的な連携により、複数部局に係る特命事項に取り組むため、新

たに、次長級の、２名の「統括監」を設けております。いずれも課長との兼務で

ございますが、学校教育部には、教育総務課のところでございますが、社会的な

支援や連携を必要とする児童に関する施策の推進及び統括を担う「要支援児童政

策統括監」を配置するとともに、資料の２ページをお願いいたします。生涯学習

部には、青少年育成課のところでございますが、子供の居場所づくりに関する施

策の推進及び統括を担う「こどもの居場所づくり統括監」を配置しております。

資料の１ページにお戻りください。はじめに、部の幹事課である教育総務課で

す。主な業務は、部内の総括事務、教育委員会の運営、学校の情報機器整備、財

務管理、施設整備および維持管理でございます。体制は、課長以下、３係18名と

しております。次の学事課の主な業務は、学校の管理運営、児童生徒の転入学、

学校保健でございます。体制は、課長以下、２係14名としております。次の指導

課の主な業務は、学校教育の基本方針の策定、教育課程および学習指導、特別支

援教育、生徒指導、情報教育の企画・指導でございます。体制は、課長以下、

21名としております。今年度から、主任指導主事１名を配置し、特別支援教育を

主に担当しております。次の４つの学校給食センターでは、小・中学校等への学

校給食の提供、給食の調理・配送・回収等を担っております。各センターの体制

は、東広島が、所長以下、１係４名、西条が、所長以下、１係２名、安芸津が、

所長以下、１係２名、東広島北部が、所長以下、１係３名としております。次の

御薗宇幼稚園の主な業務は、幼稚園の管理運営と幼児保育の実施でございます。

体制は、園長以下、16名としております。なお、幼稚園に関する入退園事務およ

び管理運営等の事務は、市長部局が補助執行しており、令和７年度より「認定こ

ども園」に移行しております。資料の２ページをお願いいたします。はじめに、

部の幹事課である生涯学習課です。主な業務は、部内の総括事務、生涯学習講座

の開催、文化・学習センター及び図書館を含む社会教育施設等の管理運営でござ
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います。体制は、課長以下、２係12名としております。次の、スポーツ振興課の

主な業務は、スポーツの魅力づくりと普及促進、スポーツ行事の開催、スポーツ

施設の管理運営及び整備でございます。体制は、課長以下、２係８名としており

ます。次の、文化課の主な業務は、文化財の指定・調査、指定文化財の管理、芸

術文化ホール及び美術館の管理運営、市史編さんに関することでございます。体

制は、課長以下、１センター４係18名としております。次の、青少年育成課の主

な業務は、放課後児童クラブ及び児童館の管理運営、地域学校協働活動、青少年

の育成活動及び児童青少年センターの管理運営、成人式の開催に関することでご

ざいます。体制は、課長以下、２係13名としております。全体といたしまして

は、課レベルで12の組織、総員136人の体制で、昨年度の131人から５人の増員と

なっております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○ 市場教育長：ありがとうございました。 

ただいまの報告について、ご意見、ご質問があればお願いいたします。 

     

報告第14号 臨時代理の報告について 

○ 市場教育長：次に、報告第14号 臨時代理の報告について、説明をお願いいたしま

す。 

○ 村上学校教育部要支援児童政策統括監兼教育総務課長：それでは、報告第14号 臨時

代理の報告につきまして、御説明申し上げます。資料の３ページをお願いいたし

ます。報告理由は、令和８年４月１日付け人事異動により、教育委員会に「統括

監」の職が設置されることとなったことに伴い、「東広島市教育委員会職の設置

に関する規則」の一部改正を行う必要が生じましたが、当該改正を行うにあた

り、緊急を要し、かつ教育委員会の会議を招集する時間的余裕がなかったため、

臨時に代理したものでございます。報告第14号についての説明は、以上でござい

ます。 

○ 市場教育長：ありがとうございました。 

ただいまの報告について、ご意見、ご質問があればお願いいたします。 

 

報告第15号 令和８年度東広島市立学校等の園児・児童・生徒数及び学級数について 

○ 市場教育長：次に、報告第15号 令和８年度東広島市立学校等の園児・児童・生徒数

及び学級数について、説明をお願いいたします。 

○ 鷹橋学事課長：報告第15号です。７ページをご覧ください。４月１日現在の状況でご

ざいます。本市、市立学校は、東広島市立学校設置条例に基づきまして、令和８

年度は、小学校33校、中学校15校、幼稚園１園でスタートしております。１の全

体の傾向についてでございます。児童生徒数は全体として減少傾向にございまし

て、小学校では前年度比166人、約1.6％の減少。中学校では前年比14人、約0.3%

の減少となっております。特に小学校における減少幅が多く大きくなっておりま

して、小学校入学者数は３年連続で減少していることから、今後、数年をかけ
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て、中学校にも影響が及ぶものと見込んでおります。10名以上の増加が認められ

るのは、平岩小学校、御薗宇小学校、川上小学校、高屋東小学校、西条中学校、

八本松中学校、磯松中学校の７校で、その多くは市街地に立地する学校です。一

方、中山間地域などでは、造賀小学校と板城西小学校、乃美尾小学校、木谷小学

校において、複式学級を編成しており、中学校におきましても、福富中学校、豊

栄中学校、河内中学校では基本的に全学年１学級体制がこのところ続いて終わり

ます。こういったように地域によって学校規模や学級規模の状況に差が生じてい

るところでございます。なお、小学校につきましては昨年度までに段階的に進め

てまいりました35人学級への移行が完了しており、令和８年度からは中学校第１

学年において、１学級当たりの生徒数の上限が35人となっております。次に各小

中学校及び幼稚園の４月１日現在の園児・児童・生徒数及び学級数について、２

から４の表にお示ししてあります。表の中に黒塗りの▲がございますが、これは

前年度からの減少数を示しております。各学校の内訳につきましては資料にお示

ししている通りでございます。報告は以上です。どうぞよろしくお願いします。 

○ 市場教育長：ありがとうございました。ただいまの報告について、ご意見、ご質問が

あればお願いいたします。 

○ 柏崎委員：都市部で増加している７校のうち、平岩小、川上小の子供の多くが今後磯

松中に進学すると思うのですが、今後ますます磯松が増えるのではないかと思い

ます。すでに磯松中学校にはプレハブ校舎を建てて対応してくださっています

が、今後どんどん増える見込みの学校は、通常の学級だけではなく特別支援学級

の確保だとか、先生の目が届くのかも併せて学習の質や環境が整っていますか。

また、主に周辺部では今年も166人減少が出ているということですので、小谷小学

校と同じ規模の学校が１校なくなっているペース。周辺部の子供たちは大規模校

と同じように教育環境が整っているのか心配に感じました。今後の大規模校、小

規模校の展望を教えてください。 

○ 市場教育長：環境面と教育の質の両面で質問がありましたがいかがでしょうか。 

○ 細本教育総務課施設安全担当課長：環境面、施設の面からお話しさせていただきま

す。委員が言われたように、生徒数、児童数も含め増加している地域・学校が見

受けられます。こういった状況を見ながらできる限り現行施設で対応できるよ

う、例えば空き教室で対応するなど、速やかに整備をやっていくなど対応を考え

ております。それでも対応できないような状況の場合は増築、仮設教室などどの

ように対応するか早めに検討していけたらと思います。 

○ 西村指導課長：教育の質の面でお答えさせていただきます。今まで本市では広島大学

と連携してオンライン学習を進めてきました。特に小規模校、固定された少人数

で学びが深まらない弊害をなくして、いろんな学校と交流することで意見交換や

深い学びができることを実感しております。今年度は複式学級に焦点を当てて、

さらに複式学級の学びを充実させるため、オンライン授業を通して、どのように

授業の質を高めていけるかということについて取り組んでまいります。 
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○ 柏崎委員：ありがとうございます。それぞれ特色を出しつつ大規模・小規模で格差が

ないようにやっていただきたいです。 

○ 島本委員：４月１日現在の数字ですが、それから変動はありますか。 

○ 鷹橋学事課長：増えたり減ったりは若干ございます。正式には5月1日現在の数字を学

事課に提出していただくことになっております。そこで最終的に決定という形に

なります。ご心配いただいているとおり、学級編制上、１人増えたら教室が２つ

になるということもありますので、そこについては慎重に情報収集に努めたいと

いうところでございます。 

○ 島本委員：変動があれば際のところが心配ですね。どこかの県で35人学級なのに36人

学級になっていてやり直しということを聞きました。 

○ 市場教育長：ほかにはありませんか。 

 

報告第16号 東広島市学校給食費徴収規則の一部改正について 

○ 市場教育長：次に、報告第16号 東広島市学校給食費徴収規則の一部改正について、

説明をお願いいたします。 

○ 鷹橋学事課長：報告第16号です。８ページをご覧ください。１の「概要」をご覧くだ

さい。近年の物価上昇に合わせて、学校給食費の額を改定するとともに、徴収事

務の負担軽減及び効率化の観点から、納期限を変更します。また、国の「学校給

食費の抜本的な負担軽減」の実施に伴い、令和８年度の小学校の学校給食費につ

いては、保護者負担額を０円に、中学校については、給食食材の物価高騰に対す

る保護者負担の軽減を目的とし、地方創生臨時交付金を充て、保護者負担額は据

え置くものでございます。２（１）「学校給食費の額」をご覧ください。表の上

段に、「１食当たりの額」を掲載しています。これまで、学校給食費の額は小学

校245円、中学校280円として保護者から徴収してきましたが、令和４年度以降の

物価高騰に伴う学校給食食材費値上がりにより、この金額での学校給食提供が困

難な状況が続いています。この間、学校給食費の額は改正せず、保護者から徴収

する学校給食費で賄えない食材費については、国の地方創生臨時交付金等によ

り、支援してまいりましたが、この度、「学校給食費の抜本的な負担軽減」の実

施により、小学校分の学校給食費を無償化することに伴い、学校給食費の額を

「１食当たりの食材費に係る額」として、明確に整理するものです。令和４年度

以降、国の交付金により支援してきた食材費の増額部分に、今後見込まれる値上

がりを見込んだ上で必要な食材費を積算し、令和８年度は、小学校330円、中学校

380円とします。表の下段には、この改定後の１食当たりの額を基に算定した各納

期の納付額を掲載しています。続いて（２）「保護者負担額」をご覧ください。

表の上段に、「１食当たりの保護者負担額」を掲載しています。令和８年度にお

いて、小学校は０円、中学校はこれまでどおり変更はございません。なお、教職

員分については国の交付金の対象とはならないため、（１）で示した学校給食費

の額を徴収することとします。最後に（３）「学校給食費の納期限」をご覧くだ
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さい。第１期から第３期までの納期限をそれぞれ１か月遅らせ、これまでは徴収

のなかった８月末を第３期の納期限とします。全10回で納付していただくのはこ

れまでと同様です。「施行日」は、令和８年４月１日です。報告は以上です。ど

うぞよろしくお願いします。 

○ 市場教育長：ありがとうございました。ただいまの報告について、ご意見、ご質問が

あればお願いいたします。 

○ 島本委員：０円を見て本当に無償化になったのだなと思いました。中学校が無償にな

らない理由を教えていただきたいのと、今後の無償化に向けて見通しがあるかを

教えてください。  

○ 鷹橋学事課長：令和８年度から小学校給食費の抜本的な負担軽減として、国が児童１

人当たり5,200円×11か月分の支援を行うことになりました。本市ではこの支援額

だけでは不足するため、不足分は市費を当てて無償化を行ったものでございま

す。中学校が無償化でない理由と言いますのは、そもそも国からの支援が中学校

にはないためです。ですので、本市ではこれまでと同様に保護者負担額を据え置

くという対応を行いたいと思います。具体的には、物価高騰により、今年度は１

食当たり380円のところを保護者からはこれまでどおり280円負担していただき差

額分100円、約30％程度ですが交付金を使って補助をするという対応をしておりま

す。今後中学校がどうなっていくのかという点につきましては、国におきまして

は今後の制度拡充として無償化の検討を行っておりますが、開始時期等は出てい

ません。一方で与野党とも中学校の給食費無償化に前向きな発言が多いこと、ま

た全国市長会からも格差なく国費でという要望を提出しているため、今後の動向

を注視していきたいと思います。 

○ 島本委員：ありがとうございます。 

○ 市場教育長：ほかにはありませんか。 

 

報告第17号 令和７年度東広島市立小中学校卒業者（Ｒ８．３卒業者）の進路状況につい

て 

○ 市場教育長：次に、報告第17号 令和７年度東広島市立小中学校卒業者（Ｒ８．３卒

業者）の進路状況について、説明をお願いいたします。 

○ 西村指導課長：資料の９ページをご覧ください。はじめに、小学校の進路状況につい

てです。「１ 国公私立別進学状況の推移」をご覧ください。令和７年度の卒業

者数は、1,862人、昨年度から81人の減少となっています。次に、「２ 進学先の

状況」をご覧ください。公立中学校へは1，645人、うち市内市立中学校へは

1,570人が進学しています。また、国立中学校へは５人、私立中学校へは204人、

県外へは国公立・私立合わせて８人が進学しています。昨年度と比べて公立中学

校への進学割合が1.3ポイント減少し、私立中学校への進学割合が1.3ポイント増

加しております。詳細につきましては、表に示してあるとおりです。10ページを

ご覧ください。続いて、中学校の進路状況についてです。「１ 卒業者進路状況
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の概要」をご覧ください。令和７年度の卒業者数は1,610人です。そのうち、上級

学校への進学が1,594人、就職が１人、未決定が14人、帰国が１人となっていま

す。進路未決定となった生徒は昨年度に比べて６名減少しました。また、進路未

決定となった14人のうち、10人が不登校の状況にあり、引き続き、各学校が家庭

や関係機関と連携しながら進路指導を行ってまいります。次に、「２ 上級学校

進学状況 （１）進学率の推移」をご覧ください。令和７年度の進学率は99.0％

で、前年度と比較すると0.4ポイント増加しています。次に、「（２）国・公・私

立別進学状況の推移」をご覧ください。令和７年度の進学状況について、公立学

校へは950人、国立学校へは42人、私立学校へは602人が進学しています。前年度

と比較すると、公立は4.3ポイント減少、国立は0.1ポイント減少、私立は4.4ポイ

ント増加しております。次に、11ページの「（３）地域別上級学校〔全日制課

程〕への進学状況の推移」をご覧ください。令和７年度の卒業生の89.9％が全日

制課程に進学しております。このうち、市内への進学率は50.4％で、前年度と比

較すると2.2ポイント増加しております。なお、「３ 市内上級学校〔全日制課

程〕への進学状況」のとおり、学校活性化地域協議会を立ち上げている賀茂北高

等学校への市内からの進学者数は25人、豊田高等学校への市内からの進学者数は

６人となっています。その他の市内上級学校及び市外上級学校への進学状況につ

いては、表に示してあるとおりでございます。説明は以上でございます。よろし

くお願いいたします。 

○ 市場教育長：ありがとうございました。ただいまの報告について、ご意見、ご質問が

あればお願いいたします。 

○ 島本委員：10ページ中学校の進学先で通信制がありますが、県内に通信制はどのくら

いあるのですか。高校はもう無償化になったのですか。 

○ 西村指導課長：高等学校の授業料については今年度から実質無償化になっています。 

○ 島本委員：その影響はどのように出ていますか。 

○ 西村指導課長：10ページ下の部分で、私立が4.4ポイント増加、公立が4.3ポイント減

少しており、昨年度559人に対して602人となっており明らかに授業料無償化が影

響しているのではないかと考えております。先ほどの通信制についてですが、実

際に何校あるかではなく、本市から通信制に進学した学校数は分かります。令和

８年３月に卒業した生徒についてですが、公立私立合わせて18校にわたって100名

が行っております。 

○ 市場教育長：県内の通信制の学校数は分かりますか。 

○ 西村指導課長：文部科学省の通信制高等学校情報発信サイトによると、広島県から利

用可能な通信制高校は９８校です。 

○ 島本委員：はい、分かりました。 

○ 市場教育長：ほかにはありませんか。 
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報告第18号 令和８年度東広島市立小中学校研究公開について 

○ 市場教育長：次に、報告第18号 令和８年度東広島市立小中学校研究公開について、

説明をお願いいたします。 

○ 西村指導課長：報告第18号 令和８年度東広島市立小中学校研究公開についてです。

資料の12ページをご覧ください。令和８年度から令和16年度までの教育推進指定

校を示しております。令和８年度と令和９年度の教育推進指定校に対して、本市

や各校の教育課題の解決を図る教育研究がさらに充実したものになるよう、計画

的に支援を行っていきたいと考えております。どうぞ、よろしくお願いいたしま

す。 

○ 市場教育長：ありがとうございました。ただいまの報告について、ご意見、ご質問が

あればお願いいたします。 

○ 島本委員：いろいろな学校がありますが、わかっている範囲で、教科やジャンルや特

色など教育委員会に届いている声があれば教えてください。 

○ 西村指導課長：本年度小学校３校、中学校２校が研究公開をします。小学校３校から

お話しさせていただきます。まず高屋西小学校は、対話と協働を大事にして、豊

かに表現しあう児童の育成を図るということをテーマに算数、理科、生活、特別

支援教育といった研究をしております。次に東西条小学校は、学びの意欲を高

め、主体的に学びに関わる子供たちをいかに育成していくかということで、自己

決定すること、ふりかえりをすることに焦点を当てて、自ら学び続ける児童の育

成という研究を進めております。教科は算数、国語、社会です。次に最後の木谷

小学校は、単元内自由進度学習に取り組んでおります。特に木谷小学校は複式学

級であることから、複数学年で同領域を単元内自由進度学習でやるといった試み

をしております。個別最適な学びとして国語、算数で研究をしております。次に

中学校です。高屋中学校では子供たちの学びあいの活動に焦点を当てて、主体的

協働的に学び生徒の育成を図っております。研究教科について中学校は各教科に

なります。八本松小学校は自己調整に視点を当てて、ふりかえりを大切にしてい

くというところで、ふりかえりシートの工夫をして学びを自己調整できる生徒の

育成を研究しております。いずれも今求められていることに研究を絞り、それに

対して研究授業をしながら研究推進を図っているところです。 

○ 島本委員：ありがとうございます。 

○ 市場教育長：その他、ございませんか。 

○ 京極教育長職務代理者：いつも先生方は内容を議論されて成果を出されている。中身

的に基本的に似ているときに、引継ぎや先生方のディスカッションが最後どの会

場でもされている。それは教育委員会でまとめて周知されることはありますか。 

○ 西村指導課長：すべての研究会が終わった時点で、指導課で今年度の研究会の成果の

部分、そして今後に向けて校長会で共有しております。それぞれ学校独自の課題

もございますので、それを踏まえて、似たようなこともあるのですが、研究を深

めていくという形です。 
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○ 京極教育長職務代理者：先生がどこかのサイトでそういった報告を見ることができる

といったシステムはできないのですか。教育委員会でホームページを作って先生

が見るといったことは難しいですか。 

○ 市場教育長：研究の成果の共有についての意見ですがどうでしょうか。 

○ 西村指導課長：研究会の内容は研究紀要を作成していますが、データでの共有してお

ります。そこでそれぞれの学校の研究の経緯や報告をシェアしてさせていただい

ております。 

○ 京極教育長職務代理者：できるだけそういったことを参考にされて次の学校でもうま

い具合に利用されるといいと思います。ありがとうございます。 

○ 市場教育長：その他ございますか。 

○ 正司委員：すべての小中学校ではないと思いますが、令和１６年度までの予定があり

ますが、今後の予定は仮ですか。それとも決定事項になるのでしょうか。増える

ことはありますか。 

○ 市場教育長：計画についてどうですか。 

○ 西村指導課長：基本的にはこの計画通りで各学校も計画的に進めております。校舎の

建て替え等工事が入ると、例えば体育館が使えないなどにより、入れ替わりはあ

ります。 

○ 正司委員：ありがとうございます。 

○ 市場教育長：ほかにはありませんか。 

 

報告第19号 第38回東広島市民スポーツ大会の開催について 

○ 市場教育長：次に、報告第19号 第38回東広島市民スポーツ大会の開催について、説

明をお願いいたします。 

○ 大内スポーツ振興課長：報告第19号 第38回東広島市民スポーツ大会の開催につい

て、ご説明いたします。資料の13ページでございます。この大会は次第にありま

す通り、陸上教育等教育協会等の協議団体や各小学校区の代表者等で構成する東

広島市民スポーツ大会実行委員会の主催により開催するものでございます。６の

競技会場でございますが、総合開会式及び陸上部を６月７日日曜日９時30分から

全小学校区の対抗戦により開催いたします。会場は例年通りアクアパート陸上競

技場でございます。また競技の部につきましては、９月27日日曜日、福留多目的

ブランドをはじめとして市内各会場に分かれて実施いたします。総合表彰式につ

きましては、表の一番下に記載の通り、10月２日金曜日に東広島市民文化センタ

ーアザレアホールにおいて行うこととしております。なお大会の詳細につきまし

ては14ページ以降に記載しておりますので、後ほどご確認ください。教育委員の

皆様には総合開会式へのご出席をご案内させていただく予定としておりますの

で、ぜひご臨席賜りますようお願いいたします。第38回東広島市民スポーツ大会

の開催についての報告は以上でございます。 

○ 市場教育長：ありがとうございました。ただいまの報告について、ご意見、ご質問が
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あればお願いいたします。 

〇 棚橋委員：参加者、参加する市民の数っていうのは傾向としてはどうなのでしょう

か。正確な数は必要ないですが、近年だんだん減っているとか増えているとか、

そのあたりは教えていただけますか。 

○ 大内スポーツ振興課長：過去３年ですけれど、令和５年が7,100人、令和６年が

7,300人、昨年度が6,900人とだいたい横ばいの傾向だと思っております。 

○ 京極教育長職務代理者：新しい種目とか変わったところがあれば教えてください。 

○ 大内スポーツ振興課長：変わったことでいいますと、昨年度ソフトバレーボールにつ

いて運動公園の体育館が改修工事のため、広島国際大学の体育館で開催しまし

た。今年は改修されたきれいになった体育館で実施できるということで新しい一

面をご覧いただけると思います。 

○ 正司委員：私も出てもいいですか。過去に出ているのですが。 

○ 大内スポーツ振興課長：ぜひ盛り上がりますのでよろしくお願いいたします。 

○ 市場教育長：ほかにございませんか。 

 

その他ア 次回教育委員会定例会の日程について 

○ 市場教育長：それでは、「その他」に移りたいと思います。この度は、個別案件につ

いての説明は省略させていただきますが、特に伝えたいことが事務局からありま

すか。続きまして、次回教育委員会定例会の日程について、説明をお願いいたし

ます。 

○ 村上学校教育部要支援児童政策統括監兼教育総務課長：次回は、５月28日木曜日15時

から、北館会議室201でお願いいたします。次々回は、６月26日金曜日10時からで

お願いしたいと思います。説明は以上でございます。 

○ 市場教育長：ありがとうございました。それでは次回は、５月28日木曜日15時から、

北館会議室201で決定いたします。次々回は、６月26日金曜日10時からをご提案い

たしましたが、委員の皆様のご都合はいかがでしょうか。よろしいですか。それ

では、よろしくお願いいたします。その他、事務局からありますか。その他、委

員の皆様からございますか。 

○ 島本委員：京都の小学生の痛ましい事件がありましたが、報道しか知る余地はないで

すが、学校で説明会をされて学校も緊張していると思います。今欠席遅刻に対し

てどのような連絡体制になっていますか。スクールバスに乗っていて下りていな

かったとか、欠席遅刻早退などや今後校長会で指導されるかなどについて教えて

ください。 

○ 今井指導課参事：朝の登校確認は全ての学校で行っております。具体的には、小中学

校で少し違いますが、小学校で一般的なのは担任が現認すること、欠席連絡がポ

ータルサイトに入っているかを確認。連絡がない場合は、担任が動ければ担任が

し、家庭に連絡、動けない場合は内線等で職員室に電話し、家庭とできるだけ早

く連携するようにしています。中学校は主に副担任が欠席を確認して家庭に連絡
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します。詳しく聞く場合は担任が連絡するというように朝の時点で必ず出席を確

認し、もしいない場合は家庭訪問や探しに行くこともしております。５月の示達

では、登校の確認あるいは確認した後、居所不明の場合、基本的には指導課に連

絡し、保護者に連絡ができない場合の対応・確認も含め、校長会示達で徹底しよ

うと思っております。 

○ 島本委員：どうぞよろしくお願いいたします。 

○ 市場教育長：その他ございますか。以上で、本日の議題はすべて終了いたしました。

それでは、以上で会議を閉会いたします。皆様、ご協力ありがとうございまし

た。 

 

閉会 午後３時４６分 

 


